
 

町田市景観計画による色彩基準について（施設景観のルール） 

 

町田市では良好な景観の形成を目的に、景観法に基づく景観計画として建築物

等の色彩基準を定めています。 

今回の対象敷地においては、「景観形成ゾーン（丘陵地）」に位置し、以下の条

件が適用となります。 

 

対象の条件 

 

【建築物の建築】              【工作物（煙突）の建設】 

 ・高さ≧10ｍ                ・高さ≧10ｍ 

 ・延べ面積≧1,000ｍ 

 

色彩基準の適用部位・面積の考え方 

 

色彩基準は主に、建築物等の外観のうち、大きな面積を占める基本色に適用さ

れるものです。 
 

町田市では、「外壁基本色」「強調色」「屋根色」「アクセント色」の４つの部位

に分けて、それぞれ「使用する色の面積」及び「要件」が定められています。 
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